




不当な働きかけについて 
 

 

対象期間 

 

令和 ８ 年 ２ 月 ～ 令和 ８ 年 ２ 月 

 

件  数 

 

 １ 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

不当な働きか

けであると判

断した案件に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

働きかけの内容 

 

対   応 

 

甲業者は、Ａ事務所発注案件の

変更契約の見積合わせの前におい

て、発注担当課職員に、自らの判

断で自社が積算した変更金額と予

定価格との相違を確認する目的

で、口頭にて聞き出そうとした。

 

Ａ事務所の発注担当職員は、甲業

者が積算金額を発言する前に発言を

遮り、その行為が予定価格の漏洩要

求行為に類するものとして不当な働

きかけに該当する疑いがあることか

ら、Ａ事務所の発注担当課職員より

甲業者に対し、「問題であり中部地

方整備局発注者綱紀保持規程第 14

条による報告をする」旨を伝えた。

 
 
（参考） 

非公開又は公開前の予定価格を教えること又は推測できる金額をほのめかすこと

を発注担当職員へ要求する行為は「不当な働きかけ」にあたり禁止されています。 

なお、予定価格には、当初契約に係る予定価格だけではなく、変更契約に係る予

定価格も含まれます。 

 

 
（発注者綱紀保持規程 抜粋） 

第１４条 職員は、事業者等（中略）から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、その者に

対して、応じられない旨及び当該働きかけが記録、公表されるものとなる旨を伝えるよう努めるものとする。 

２ 職員は、事業者等（中略）から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、速やかに、所属

長等を経由し、発注者綱紀保持担当者に報告しなければならない。 
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